
 

仕 様 書 

 

１ 機器設置の条件 

（１）省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 

（２）新旧 500 円硬貨及び 1,000 円紙幣が使用できること。 

（３）令和６年７月３日に発行予定となっている新 1,000 円紙幣に速やかに対応すること。 

（４）販売時に、不必要な音や発光を伴わないこと。また懸賞付き等の機器でないこと。 

（５）計量法に基づく適正な（有効期限が切れていない）電気計器（子メーター）を設置

すること。 

２ 販売品目の条件 

（１）販売品目は、清涼飲料水（エナジードリンクを除く）、牛乳等の飲料、パンとし、

酒類（ノンアルコール飲料を含む）・たばこの販売を行わないこと。 

（２）設置場所には、清涼飲料水３台、牛乳等の飲料１台、パン１台を設置すること。 

（３）飲料については缶、ペットボトル、紙パックなどの密閉式の容器とし、パンにつ

いては密閉包装され、製造日から常温で 30日以上の賞味期限が包装に表示されている

こと。なお、学校であるため、生徒の健康等も考慮し、商品の具体的な構成について

は、学校との協議によること。 

（４）販売価格は、標準販売価格（定価）未満とすること。 
   

３ 維持管理責任 

（１）商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の

賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

（２）自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収

ボックスを必要数設置し、回収ボックスに収納された容器は、自社他社製品持ち込み

等問わず設置事業者の責任で回収し、リサイクル・周辺の清掃を行うこと。 

（３）販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、学校の指示に従うこと。 

（４）関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な

場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 

（５）自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで漏電がない

ようアース線を接続するなど安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に

問題ないか確認すること。 

（６）自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、故障時等の連絡先を自販

売機の前面に明記し、落札事業者の責任において対応すること。 

 

４ 売上実績の報告  

  件賃貸借に係る自動販売機の年度ごとの売上実績を、翌年度５月３１日までに岐阜県

立多治見高等学校に提出すること。ただし、契約最終年度は４月～１１月分の売上実績

を１２月末までに提出すること。 

また、報告された売上実績は、岐阜県において公表することがあること。 

 



 

５ その他  

  自動販売機設置前に、設置しようとする機器（回収ボックスを含む。）のカタログ及

び配置図を提出すること。 


